
広
島
県
監
査
委
員
告
示
第
一
号 

 
広
島
県
監
査
委
員
事
務
局
の
組
織
及
び
職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。 
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一
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査
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広
島
県
監
査
委
員
事
務
局
の
組
織
及
び
職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正 

 
 
 

す
る
告
示 

 

広
島
県
監
査
委
員
事
務
局
の
組
織
及
び
職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
広
島
県
監
査

委
員
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
第
三
号
中
「
主
任
監
査
監
」
を
「
監
査
総
括
監
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号

と
し
、
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

四 

監
査
管
理
監 

第
三
条
第
三
項
中
「
総
括
及
び
」
を
「
総
括
し
、
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
主
任
監
査
監
」
を

「
監
査
総
括
監
」
に
、
「
担
当
す
る
」
を
「
職
員
を
指
揮
監
督
し
、
監
査
の
企
画
調
整
及
び
審
査
に
関
す
る

」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
二
項
を
第
十
三
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

同
条
第
七
項
中
「
総
括
及
び
」
を
「
総
括
し
、
及
び
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項

中
「
総
括
及
び
」
を
「
総
括
し
、
及
び
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。 

６ 

監
査
管
理
監
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
職
員
を
指
揮
監
督
し
、
定
例
監
査
及
び
行
政
監
査
に
関
す
る
事 

務
を
掌
理
す
る
。 

 

 

第
四
条
第
一
項
中
第
二
十
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

十 

健
全
化
判
断
比
率
等
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
四
条
第
二
項
中
「
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
号
」
を
「
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
一
号
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  


